
　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
フ
ソ
デ
リ
ツ
ク
ニ
世
の
政
治
學
翫

に
出
で
す
し
て
奪
氏
に
立
言
し
た
事
は
實
に
建
武
の
大
業

の
失
敗
し
だ
所
以
で
あ
る
（
第
九
＋
五
代
後
醍
醐
天
文
條
）
。

　
然
し
乍
ら
將
來
の
運
命
に
冒
し
て
親
房
は
「
今
の
御
門

ま
た
天
照
大
器
よ
り
已
來
の
正
統
を
う
け
ま
し
ま
し
煽
れ

ば
、
此
御
光
に
あ
ら
そ
ひ
奉
る
者
や
は
あ
る
べ
き
、
中
々
に

斯
く
て
静
ま
る
べ
き
時
の
運
ε
ぞ
豊
え
侍
る
」
ご
云
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
八
（
一
九
二
）

紳
聖
の
流
れ
を
酌
む
正
統
の
天
子
は
假
令
剛
乱
賊
の
猛
勢

に
な
や
ま
さ
れ
給
ふ
ξ
も
、
遽
に
は
天
照
大
谷
の
加
護
に

依
っ
て
天
は
再
び
明
か
に
、
や
が
て
は
世
も
静
ま
り
、
南
　

朝
天
子
の
皇
威
褒
揚
の
時
が
來
る
も
の
ご
固
く
信
じ
て
居

っ
た
の
で
あ
る
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
ニ
｛
世
の
政
ハ
治
學
壽
脚
（
中
）

文
學
士
中
村
善
太
郎

三
　
人
間
季
等
論
及
び
國
家
起
源
論

　
次
に
是
等
の
資
料
に
基
き
、
彼
の
政
治
學
説
の
一
汎
を

述
べ
む
。
先
づ
人
類
の
自
然
的
二
等
、
自
然
隠
蔽
等
に
就

き
て
彼
の
意
見
を
徴
す
る
に
、
こ
れ
等
の
説
は
古
來
幾
度

ε
な
く
論
せ
ら
れ
セ
る
所
な
る
も
、
國
家
、
杜
會
の
最
高

の
地
位
に
上
る
べ
き
運
命
の
下
に
生
ま
れ
し
世
襲
瑠
主
の

ロ
よ
り
、
明
瞭
大
熱
に
李
等
論
の
繕
へ
ら
れ
し
は
、
彼
を

備
矢
こ
す
べ
し
。
而
し
て
か
く
の
如
き
思
想
は
、
少
年
時

代
よ
り
戚
化
を
受
け
し
ス
ト
ア
老
涙
キ
ケ
ロ
の
説
ビ
，
近

世
の
法
律
哲
學
者
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
ロ
ソ
ク
、
ウ
ナ
ル
フ
等

の
説
を
受
け
し
も
の
ビ
思
は
る
。
彼
が
皇
太
子
時
代
鳳
七

三
七
年
十
一
月
二
十
六
臼
q
・
も
り
．
α
Φ
し
Q
魯
ヨ
に
宛
て
な

る
書
翰
に
、
⑨



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ボ
ル

　
な
る
ほ
さ
魔
王
等
は
此
世
に
於
け
る
紳
の
標
象
な
ら
む
も
、
．
㎏

　
の
外
何
者
に
も
あ
ら
す
。
彼
等
よ
り
灌
力
、
愈
巌
、
宮
廷
盗
聞

　
者
を
除
か
ば
、
彼
等
の
多
く
は
徳
も
な
く
、
何
等
賞
縦
を
諭
せ

　
ざ
る
憐
む
べ
き
入
間
な
り
。

　
ε
い
ひ
、
ま
た
一
七
三
九
年
七
月
四
日
付
説
○
影
ρ
宛

の
書
翰
に
蛎
ロ
ル
ラ
ン
が
其
の
羅
馬
史
の
第
二
憲
を
フ
レ

デ
ソ
ッ
ク
に
誤
れ
り
ε
の
通
知
に
接
し
た
る
事
を
述
べ
、

次
に

　
卿
の
職
業
は
慰
君
蓬
姦
導
す
る
撚
転
々
與
ふ
。
卿
は
譜

　
護
者
の
爲
め
に
王
位
よ
り
逡
ざ
け
ら
る
、
眞
理
の
聲
を
、
君
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ア

　
蓬
に
傅
ふ
る
事
を
得
。
予
は
入
道
の
勉
め
に
、
卿
が
國
王
を
普

通
の
羅
に
・
窟
夢
三
三
爲
し
舞
ら
む
事
該
瓢
む
。

ε
い
ひ
、
ま
だ
一
七
三
入
年
に
書
き
し
「
欧
澗
政
治
翻
膿

の
現
状
に
關
す
る
考
察
」
に
、
㊥

　
多
撒
齎
が
王
に
身
を
委
ぬ
る
は
、
或
一
入
の
勢
力
を
一
三
回
る

　
べ
き
も
の
た
ら
し
め
む
ミ
し
て
、
或
「
入
の
加
隷
ミ
な
る
に
あ

　
ら
す
。

ざ
い
ひ
、
ま
た
「
マ
キ
ヤ
ヅ
出
り
駁
論
」
に
、
㈹

　
　
　
第
、
九
，
．
巻
　
研
爾
フ
レ
ヂ
リ
．
ソ
〃
二
世
の
、
政
漁
墨
訟
．

　
人
智
の
歴
史
よ
り
廻
れ
ば
、
人
間
境
遇
の
差
別
は
滑
え
失
せ
、
、

　
國
王
も
普
通
の
愚
闇
に
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
二
等
な
る
如
く

　
思
は
る
。
其
の
間
に
養
別
あ
る
播
く
感
ず
る
は
、
外
界
の
事
物

　
が
人
陶
の
精
聯
に
及
ぼ
す
印
象
或
は
慶
化
に
左
右
せ
ら
る
、
が

　
爲
め
な
6
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

ビ
述
べ
た
り
。
ま
た
一
七
五
一
年
に
、
彼
の
相
績
者
た
る

甥
の
殺
育
を
托
せ
る
冨
。
憎
。
博
く
少
佐
に
與
へ
し
訓
會
に
㈲

自
ら
自
己
の
蓮
命
を
開
拓
し
行
く
が
如
き
人
間
と
し
て
敢

擁
す
べ
き
事
を
求
め
、

　
す
べ
て
の
入
は
李
等
に
し
て
、
如
何
に
高
貴
の
生
れ
ミ
難
、
功

　
績
の
こ
れ
に
俘
ひ
随
ふ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
幻
影
に
愚
ぎ
ざ
る
事

　
を
壁
ら
し
め
よ
。

ε
い
ひ
、
ま
π
晩
年
に
書
き
し
「
政
府
の
形
熊
及
び
溝
ま

の
三
三
に
關
す
る
説
」
の
中
に
も
o
o

　
君
主
は
自
身
が
臣
民
中
の
最
も
微
朧
な
る
者
ミ
同
様
に
入
間
た

　
る
事
を
忘
る
べ
か
ら
す
。

ご
あ
り
。
ま
た
同
じ
論
文
中
に
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
九
（
一
九
三
）



　
　
　
第
九
巻
　
研
究
　
フ
レ
デ
可
ツ
ク
ニ
世
の
政
治
學
霞

　
　
　
　
　
　
サ
ン
プ
ラ
ブ
ル

　
確
に
何
回
も
同
等
の
者
の
奴
隷
た
る
爲
め
に
生
ま
れ
來
り
し

　
も
の
に
あ
ら
す
。

謡
い
へ
る
は
農
奴
を
論
ず
る
條
に
あ
ら
は
れ
し
文
句
に

て
、
前
の
場
合
ご
は
異
な
る
も
、
入
間
軍
等
の
思
想
を
傳

ふ
る
事
は
一
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
観
れ
ば
彼
れ
が
書
始

遠
類
身
熱
の
思
想
を
抱
き
居
り
し
事
は
朋
ら
か
に
し
て
、

奨
の
説
は
世
襲
君
主
の
口
吻
ε
し
て
信
ぜ
ら
れ
す
、
寧
ろ

箪
命
家
、
民
主
主
義
者
の
意
見
を
聴
く
が
如
き
戚
あ
り
。

着
れ
ざ
も
其
の
登
表
の
形
式
及
び
用
語
の
學
問
的
な
ら
ざ

る
望
め
、
た
や
漠
然
人
類
の
李
等
を
聡
ふ
る
如
く
に
考
へ

ら
れ
、
法
律
皐
月
や
一
家
三
三
の
専
門
家
の
旧
説
に
み
る

が
如
き
明
瞭
な
る
一
念
を
我
等
に
與
へ
ざ
る
も
、
其
片
言

隻
語
の
中
に
か
く
の
如
き
思
想
の
含
ま
れ
居
る
事
・
は
認
め

比
べ
し
。
帥
ち
彼
は
入
間
の
膚
然
的
李
等
よ
b
自
然
椹
挙

等
を
認
め
、
批
會
建
設
に
よ
わ
て
生
じ
た
る
差
別
的
關
…
係

を
除
き
て
考
ふ
る
時
は
、
入
間
は
直
れ
も
書
斎
に
し
て
李

馨
の
灌
利
を
有
す
ご
認
む
る
な
う
Q

第
二
號

ご
○
（
一
九
四
）

四
國
家
の
起
源
及
胤
會
契
約
論

　
次
に
彼
の
國
家
及
び
主
構
の
起
源
ご
批
會
契
約
に
間
す

る
説
を
み
る
に
、
　
「
國
家
の
形
態
及
び
含
煮
の
義
務
に
關

す
る
説
」
の
中
に
、
⑯

　
太
古
の
猫
太
入
、
埃
及
入
は
家
長
の
羅
み
る
孤
立
せ
る
家
族
に

　
麺
ぎ
す
し
て
、
未
だ
励
會
を
組
織
せ
す
。
都
市
創
鏡
者
立
法
者

　
出
現
以
前
の
希
臓
入
や
、
エ
ト
ル
ス
キ
、
サ
ム
ニ
テ
、
サ
ビ
ネ

　
の
諸
族
も
未
だ
臨
時
を
成
さ
す
。
ケ
ー
ヅ
ル
征
伐
當
隠
の
ガ
リ

　
ヤ
ル
は
祉
會
は
あ
り
し
も
、
大
ブ
リ
テ
ン
に
は
未
だ
成
立
に
至

　
ら
す
。
ク
…
ヅ
ル
の
後
グ
ル
マ
ニ
は
な
ほ
長
く
野
轡
の
献
態
を

　
脆
せ
す
。
か
く
入
類
が
長
く
三
三
を
組
織
せ
ざ
り
し
は
不
思
議

　
に
て
、
我
々
は
如
何
に
し
て
人
々
が
國
鼻
の
關
醒
に
結
合
す
る

　
に
至
り
し
か
を
知
り
た
し
。
國
民
団
鰹
の
創
立
は
、
漂
泊
人
民

　
の
胤
暴
掠
奪
に
蒸
し
、
孤
立
せ
る
入
民
が
、
他
の
豪
族
ミ
巡
合

　
し
て
、
彼
等
相
互
の
防
禦
に
よ
り
彼
等
の
所
有
物
を
確
保
す
る

　
に
超
縛
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
法
律
作
ら
れ
、
法
律
は
肚
會
に
個
々

　
の
利
盆
よ
り
も
｝
般
の
利
盆
を
先
き
に
す
る
事
を
数
へ
、
人
々



　
は
刑
罰
を
恐
れ
て
他
の
所
有
を
犯
さ
す
、
隣
人
の
生
命
を
脅
さ

　
す
、
妻
の
勢
艦
財
産
を
紳
聖
な
る
も
の
ミ
し
て
盆
踊
す
ゆ
附
し

　
て
赴
會
全
艦
が
攻
雌
を
弱
く
る
時
は
、
各
家
こ
れ
を
救
ふ
べ
き

　
義
務
あ
り
ミ
す
。
我
等
が
他
人
に
欲
す
る
事
を
我
等
も
落
入
に

　
行
は
ざ
る
べ
か
ら
す
ミ
の
大
い
な
る
眞
理
は
、
法
律
及
び
励
會

　
契
約
家
。
3
§
芭
の
本
義
な
り
。
こ
れ
よ
り
我
等
の
幸
福
の

　
庇
護
所
ミ
し
て
、
國
家
に
封
ず
る
愛
の
念
獲
生
す
。
然
れ
さ
も

　
法
律
は
監
督
者
あ
り
て
、
縄
え
す
監
督
せ
ざ
る
時
は
、
維
持
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ジ
ス
ト
ラ

　
降
せ
ら
れ
す
。
こ
れ
入
々
が
選
．
嘉
し
自
ら
服
癒
す
る
有
司
の

趨
婆
り
・
師
ち
灸
が
機
都
－
叢
罰
す
る
唯
あ
欝
は
、

　
法
律
の
保
存
に
み
て
、
圭
標
の
よ
っ
て
起
る
源
な
る
を
古
る
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ル
ミ
エ
ー
　
　
セ
ル
ビ
チ
ユ
r
ル

　
か
ら
す
。
こ
の
有
司
は
豪
家
の
第
一
の
奉
仕
者
な
り
。

ε
。
次
に
「
欧
洲
政
治
圏
禮
の
現
状
に
面
す
る
考
察
」
の
中

に
、
欧
洲
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
紛
嬢
は
、
君
主
等
が
徒
ら

に
其
の
蔵
書
を
の
み
主
張
す
る
に
急
に
し
て
、
君
主
た
る

の
義
務
を
識
さ
や
る
に
あ
り
ご
し
㈱

　
多
く
の
鱈
主
の
誤
は
此
に
あ
り
。
彼
等
は
醜
が
彼
等
の
筆
勢
、

　
幸
騙
、
奪
大
の
爲
め
に
、
特
に
叉
特
別
の
注
意
を
携
ひ
て
入
間

　
　
　
第
九
巷
　
・
研
究
　
ラ
ソ
デ
，
ツ
ク
ニ
世
の
政
治
學
醗

の
群
を
作
り
、
（
彼
等
に
身
の
安
全
を
托
す
る
）
臣
民
は
唯
君
主

等
の
調
節
せ
ら
れ
ざ
る
苦
言
の
機
械
、
奴
歴
た
る
べ
き
蓮
命
を

有
す
る
者
な
り
ミ
信
ず
。
出
嚢
主
た
る
虫
義
臨
…
に
誤
れ
り
。
其

の
結
果
も
風
な
ら
ざ
る
を
得
す
。
こ
れ
に
よ
の
て
、
誤
れ
る
光

榮
に
溢
す
る
調
節
せ
ら
れ
ざ
る
執
着
、
す
べ
て
を
掠
奪
せ
む
S

の
狂
暴
な
る
慾
望
、
　
虐
政
、
人
性
の
言
言
を
損
す
る
あ
ら
ゆ

る
不
徳
を
生
す
。
君
主
に
し
て
此
の
迷
想
を
去
り
、
制
度
の
目

的
に
立
ち
留
れ
ば
、
彼
等
が
愛
着
す
る
地
位
、
君
位
は
、
町
民

の
作
る
所
な
ろ
を
知
る
べ
し
。
…
…
憐
れ
3
も
、
入
々
は
其
の

仲
間
の
中
よ
り
、
彼
等
を
支
配
す
る
黒
め
に
、
最
も
公
正
な

る
、
父
の
役
臼
を
勤
む
る
駕
め
最
も
善
良
な
る
、
彼
等
の
不
幸

に
岡
情
を
表
す
る
最
も
親
切
な
る
、
敵
を
防
ぐ
囲
め
に
最
も
勇

敢
な
る
、
破
壌
的
の
戦
雫
に
誤
り
て
投
ぜ
し
む
る
事
な
き
最
も

賢
明
な
る
人
、
簡
輩
に
い
へ
ば
、
民
家
を
代
表
す
る
に
最
も
適

當
な
る
入
、
主
礎
を
法
律
公
正
の
保
護
の
爲
め
に
使
用
し
、
罰

せ
ら
る
、
事
な
く
し
て
罪
悪
を
犯
し
虞
政
を
行
ふ
道
具
に
利
用

せ
ざ
る
入
を
選
ぶ
べ
き
を
知
る
べ
し
。

ビ
述
べ
、
君
位
は
帥
よ
り
授
け
ら
れ
し
も
の
に
あ
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
　
二
一
　
（
一
九
五
）



　
　
　
第
九
ρ
巷
，
　
研
究
　
フ
レ
デ
リ
2
ク
ニ
世
の
政
漕
學
舞

し
て
、
人
民
が
自
己
・
の
安
全
幸
顧
の
富
め
に
授
け
た
る
も

の
な
り
ご
論
ず
。
ま
た
「
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
駁
論
し
に
⑯

　
人
民
が
自
己
の
安
全
保
存
の
目
的
よ
ガ
、
彼
等
の
雫
を
決
す
る

　
裁
隠
裏
、
敵
に
諭
し
彼
等
の
財
薩
を
保
護
し
彼
等
の
異
れ
る
利

　
盆
を
一
つ
の
共
逓
の
利
盒
に
結
び
つ
け
む
、
こ
す
る
君
主
．
を
必
要

　
ε
し
、
彼
等
の
閣
よ
り
最
も
賢
明
、
公
李
無
私
、
慈
悲
深
く
、

　
勇
敢
な
り
ミ
考
ふ
る
者
を
選
び
て
支
配
せ
し
め
た
リ
ミ
は
、
　
マ

　
キ
ヤ
ヴ
エ
リ
の
ロ
よ
り
聞
く
を
得
ざ
る
べ
し
。

ε
あ
り
。
ま
た
「
愛
囲
心
に
關
す
る
書
翰
」
に
は
㈲

　
就
會
契
約
郊
舞
塞
。
。
Σ
は
、
同
じ
政
府
に
屡
す
る
す
べ
て
の
人

　
民
の
暗
職
の
約
束
8
辱
。
薮
旦
ぎ
ぼ
に
し
て
．
人
民
口
に
封

　
し
、
二
等
の
熟
心
を
以
て
餓
腿
共
麺
の
三
論
の
爲
め
に
監
力
す

　
る
事
を
約
せ
し
め
、
こ
れ
よ
り
，
各
人
の
義
務
生
じ
、
人
民
は
彼

　
等
の
財
力
、
材
幹
、
生
れ
に
相
聡
し
て
、
國
家
の
幸
編
に
開
係

　
し
聴
毛
．
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
。

ε
言
へ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
み
れ
ば
、
彼
の
見
る
國
家
主

構
者
．
及
び
灘
會
契
約
の
關
係
は
大
豊
次
の
如
き
む
の
ご

考
ふ
る
．
を
得
べ
し
。
一
、
國
家
は
各
個
入
が
其
の
生
命
財
．

　
　
　
　
　
　
　
「
第
一
、
一
號
　
　
　
ニ
ニ
．
（
一
九
六
）

産
保
謎
の
目
的
を
以
て
作
り
し
も
の
な
り
。
二
、
主
灌
者

は
國
家
の
法
律
保
存
の
爲
め
に
、
人
民
の
設
け
し
有
司
に

し
て
、
舞
位
は
紳
よ
り
授
け
ら
れ
し
も
の
に
あ
ら
す
、
人

民
の
作
れ
る
も
の
な
り
。
三
、
國
家
及
び
ま
灌
者
は
、
人

民
が
自
由
意
志
を
…
以
て
作
り
、
且
つ
自
由
意
志
を
…
以
て
こ

れ
に
服
遷
す
る
に
て
、
こ
れ
人
民
相
互
の
暗
黒
の
約
束
、

印
ち
岡
引
契
約
に
基
く
も
の
な
り
。
而
し
て
此
の
肚
會
契

約
に
就
き
て
は
、
フ
レ
デ
ソ
ソ
ク
は
他
の
政
治
學
者
の
如

く
、
深
く
論
及
す
る
所
な
く
、
其
の
意
義
甚
だ
暖
昧
な

り
。
ま
た
嚇
9
0
ω
◎
9
錯
の
語
は
、
穿
2
。
。
ω
の
説
に
よ
れ

ば
、
㈹
フ
レ
デ
ソ
ソ
ク
の
全
集
中
、
第
九
憲
の
「
國
家
の

形
態
及
び
國
王
の
義
務
に
節
す
る
説
」
ご
「
愛
國
心
に
馴
す

る
書
翰
」
の
二
篇
に
、
七
回
あ
ら
は
れ
居
る
の
み
に
て
、

他
に
全
く
見
え
す
。
ま
た
此
語
は
亭
亭
世
評
に
上
れ
る
川

ッ
ソ
ー
の
民
約
説
中
に
用
み
し
語
を
探
益
せ
し
如
き
も
，

フ
レ
ヂ
ソ
ソ
ク
が
民
、
約
驚
…
を
精
紬
黙
せ
り
ご
は
考
ふ
る
を
得
一

す
㈹



五
　
國
家
形
態
論

　
國
家
の
形
態
に
訂
し
て
は
、
古
家
幾
度
か
離
せ
ら
れ
た

b
Q
或
は
埋
想
的
墨
家
を
軍
に
塞
慰
す
る
も
の
あ
り
。
或

は
實
現
し
得
べ
き
も
の
こ
し
て
力
説
す
る
も
の
あ
り
。
或

は
國
家
の
形
態
を
以
て
環
境
に
有
す
べ
き
も
の
ビ
し
、
如

「
何
な
る
國
家
に
も
共
遽
の
最
善
の
形
態
な
し
と
論
ず
る
も

の
あ
り
Q
フ
レ
デ
リ
ソ
ク
の
如
き
は
，
専
制
震
ま
國
の
相

，
績
二
叉
は
君
主
こ
し
て
、
理
想
論
を
後
表
す
る
事
は
極
め

て
困
難
な
る
立
場
に
あ
り
。
彼
が
比
較
的
良
由
の
立
場
に

あ
る
皇
太
子
時
代
に
棄
て
も
、
絶
謝
に
優
秀
な
る
國
家
の

形
態
を
認
め
す
。
そ
の
形
態
は
周
圃
の
事
幡
…
に
よ
り
て
定

む
べ
き
き
の
こ
す
。
「
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
ジ
駁
論
」
第
十
二
章
に

曰
く
働

宇
宙
に
於
て
は
、
す
べ
て
の
物
多
種
多
様
な
り
。
入
門
性
質
を

異
に
す
る
如
く
、
自
然
は
、
國
家
の
性
質
に
も
同
様
の
憂
化
を

・
作
れ
り
。
帥
ち
國
家
は
位
置
廣
表
、
入
口
、
人
民
の
聴
罪
、
商

　
　
第
九
巷
　

研
究
　
ラ
レ
デ
リ
ソ
〃
二
世
の
政
油
學
號

　
業
、
習
慣
、
法
律
、
長
所
弱
黙
に
於
て
異
な
れ
り
。
彼
っ
て
攻

　
府
の
叢
異
著
し
く
、
詳
細
に
亘
れ
ば
千
差
萬
崩
に
て
、
鰹
師
が

　
「
聖
書
に
効
験
あ
る
秘
法
を
有
せ
ざ
る
如
く
、
政
治
家
も
あ
ら
ゆ

　
る
政
府
の
形
態
に
適
用
軍
べ
き
一
般
法
則
を
虎
熟
す
る
を
得

　
す
。

ご
。
又
同
書
第
十
六
章
に
も
、
㈱
ブ
イ
ヂ
ァ
ス
ご
ア
ル
カ

メ
ー
ヌ
ご
が
、
各
ミ
、
矛
ル
ヴ
ァ
の
像
を
造
り
し
に
、
フ
ィ

ヂ
ア
ス
の
作
は
粗
雑
な
り
し
故
、
人
々
ア
ル
カ
メ
ー
ヌ
の

方
を
揮
び
し
も
、
監
護
柱
の
上
に
盤
か
る
、
に
及
び
、
フ

ィ
ヂ
ァ
ス
の
首
線
に
セ
ち
ま
さ
9
、
フ
ィ
ヂ
ァ
ス
賞
金
を

得
た
り
。
こ
れ
は
遠
近
法
ご
釣
合
ご
を
解
得
せ
る
に
よ
る

ε
の
例
を
引
き
、
こ
の
釣
合
の
良
計
は
政
治
に
も
適
用
す

べ
き
も
の
こ
し
、
大
國
家
に
適
す
る
事
も
、
小
國
家
に
行
ふ

べ
か
ら
ざ
る
事
あ
り
ご
論
ず
。
彼
の
説
は
、
す
べ
て
の
國

家
、
す
べ
て
の
場
合
に
適
慮
す
る
が
如
き
國
家
の
形
態
政

策
な
し
ご
す
る
に
あ
り
Q
彼
の
環
境
よ
り
せ
ば
、
彼
は
必

然
溜
主
政
治
の
讃
美
者
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
も
、
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
三
　
（
一
九
七
）



　
　
　
策
九
巷
　
研
究
　
フ
ソ
デ
リ
ツ
ク
ニ
世
の
致
治
學
鼠
、

も
無
効
射
的
讃
美
者
ぱ
あ
ら
す
。
「
マ
キ
ヤ
ヅ
ェ
リ
駁
論
」

第
九
章
に
㊥

　
霞
田
の
感
鵜
程
我
等
に
離
れ
難
き
者
な
し
。
簸
も
開
化
せ
る
人

　
民
よ
り
野
町
人
に
至
る
ま
で
、
皆
同
襟
に
此
の
慈
情
深
く
漫
み

　
こ
め
り
。
こ
れ
は
我
等
が
鐡
鎖
に
繋
が
れ
す
に
生
ま
れ
し
敵
、

　
束
縛
を
受
く
る
事
な
く
生
活
す
る
を
整
む
故
な
り
。
世
に
偉
入

　
を
出
し
、
共
和
仁
治
の
回
り
し
は
、
こ
の
猫
立
自
尊
の
．
精
紳
に
よ

　
る
も
の
に
て
、
こ
れ
に
よ
の
入
間
の
間
に
李
等
の
精
憩
起
り
，
人

　
々
を
し
て
自
然
歌
態
に
近
づ
か
し
む
。
マ
キ
ヤ
ヴ
エ
リ
は
共
瀦

　
國
に
於
て
有
力
者
等
の
同
意
を
得
て
主
幹
を
裳
駁
す
る
も
の
現

　
は
る
、
事
を
想
像
す
る
も
、
事
實
か
・
る
場
合
は
趨
ら
す
◎
共

　
和
の
精
紳
は
強
度
の
自
由
の
精
紳
よ
り
出
る
嫉
悪
よ
り
、
唯
一

　
の
主
辞
者
の
思
想
を
許
さ
す
。
駄
羅
巴
に
於
て
虐
圭
の
抑
歴
を

　
脱
せ
し
臣
民
あ
る
も
、
自
由
意
志
弍
り
自
由
の
境
涯
を
脱
し

　
て
、
奴
隷
歌
態
に
服
せ
し
も
の
を
聞
か
す
。

ぎ
述
べ
、
原
理
ご
し
て
は
、
共
和
政
治
を
以
て
最
も
自
然

に
適
ひ
、
自
然
歌
態
に
近
き
も
の
と
し
て
こ
れ
を
讃
美

し
、
邸
の
説
く
所
は
質
ソ
ク
、
ル
ソ
ソ
ー
の
説
ご
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
四
　
（
｝
九
八
）

ご
こ
ろ
な
し
。
な
ほ
彼
は
「
七
四
八
年
「
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
グ
家
記
鋒
」
の
申
・
、
「
ホ
！
ヘ
ン
ツ
ナ
ル
レ
ル
ン
朝
に
於

け
る
風
俗
慣
習
」
に
、
㈲

「
す
べ
て
の
一
家
は
完
成
の
域
に
蓬
す
る
に
は
、
幾
多
の
慶
遷
を

　
経
る
を
要
す
。
而
し
て
当
主
國
が
此
に
蓬
す
る
に
は
共
和
國
よ

　
り
も
邊
く
、
ま
た
こ
の
境
地
に
止
ま
る
事
短
し
。
最
も
完
全
な
る

　
一
億
の
形
態
を
、
よ
く
治
め
ら
る
瓦
君
主
政
治
ざ
す
れ
ば
、
最

　
も
遽
に
翻
度
の
目
的
を
諾
し
、
最
も
よ
く
依
存
せ
ら
る
蕊
は
共

　
湘
敦
治
な
り
。
蓋
し
三
囲
主
は
生
死
の
特
命
よ
り
回
す
る
を
得

　
ざ
る
も
、
賢
き
法
律
は
不
死
な
勲
ば
な
り
。
ス
パ
ル
タ
、
羅
馬

　
は
武
に
よ
0
て
國
を
建
て
、
無
敵
の
軍
隊
を
遺
り
、
英
傑
の
養

　
成
所
こ
な
れ
り
。
ソ
ロ
ン
が
躍
法
を
與
へ
し
ア
ゼ
ン
ス
は
藝
術

　
の
揺
藍
ε
な
O
、
ア
ッ
チ
カ
の
最
後
の
破
滅
ま
で
諮
問
の
内
議

　
所
た
り
。
カ
ル
タ
ゴ
、
ヅ
エ
ニ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
は
商
業
ψ
ぜ
國
家

　
の
基
礎
ε
し
、
繁
榮
を
遣
せ
り
。
共
瀦
敦
治
に
あ
り
て
は
、
國

　
法
ご
領
家
の
興
摩
・
は
、
密
接
な
る
關
係
を
有
し
、
爾
者
蓮
命

　
を
共
に
す
る
も
、
君
主
政
治
に
於
て
は
、
政
府
の
形
態
は
唯
君

　
主
の
專
制
を
基
礎
ミ
し
、
法
律
軍
隊
産
業
は
君
主
の
意
志
に
左

＼



　
右
せ
ら
れ
、
鱈
主
更
迭
せ
ば
方
針
も
幅
憂
す
。
共
和
政
治
に
て

　
は
、
そ
の
胃
的
、
方
法
に
四
幅
あ
る
も
、
君
主
政
治
に
て
は
無

　
能
の
君
主
の
次
に
野
心
家
あ
ら
は
ろ
、
等
、
絶
え
ず
新
た
な
る

　
光
景
を
呈
し
、
國
民
の
特
性
は
癒
養
せ
ら
る
暇
な
し
。
故
に
君

　
主
國
に
て
は
、
王
位
を
脅
す
事
な
く
し
て
、
応
化
に
動
ぜ
ざ
る

　
が
如
き
強
固
な
る
基
礎
的
方
針
を
二
つ
る
事
必
要
な
り
。

ぜ
。
ま
た
ヅ
ナ
ぞ
プ
ー
ル
に
よ
り
て
訂
正
せ
ら
れ
ざ
る
前

の
「
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
ソ
駁
論
」
に
は
⑯

　
君
主
攻
治
も
共
和
政
治
に
優
れ
り
・
こ
い
ふ
べ
か
ら
す
。
哲
人
の

　
君
主
政
治
は
地
上
に
於
け
る
古
西
を
夢
想
す
る
も
の
に
し
て
、

　
實
際
の
專
制
は
現
世
界
を
地
獄
嚇
し
化
す
。

ど
論
じ
、
概
し
て
君
主
國
の
興
腰
が
、
一
に
君
圭
の
個
性

に
か
＼
）
、
政
見
政
策
が
絶
え
ず
日
動
し
、
哲
人
政
治
が

夢
想
に
過
ぎ
ざ
る
に
封
し
、
共
和
國
に
て
は
、
三
家
の
目

的
施
政
の
方
針
に
、
動
揺
を
離
す
事
な
き
鮎
を
以
て
、
君

霊
國
に
優
れ
リ
ビ
す
る
な
う
。

　
至
れ
ざ
も
彼
は
最
後
ま
で
共
和
政
治
の
讃
美
者
に
あ
ら

　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
フ
ソ
デ
リ
ソ
グ
ニ
世
の
政
泊
學
凱

ざ
る
は
勿
論
、
早
く
「
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
駁
論
」
に
於
て
共
和

政
治
を
讃
美
す
る
ご
同
時
に
、
共
和
政
治
の
泳
績
的
の
も

の
に
あ
ら
す
し
て
、
種
々
の
鋏
暇
を
有
す
る
事
を
指
摘

し
、
な
ほ
そ
の
後
の
論
文
書
翰
に
於
て
も
、
共
和
政
治
を

潜
門
政
治
に
比
較
し
、
反
て
後
者
の
優
れ
る
事
を
蓮
べ
た

・
9
0
「
マ
キ
ヤ
ヴ
ェ
リ
駁
論
し
第
九
章
に
㈲

「
多
く
の
共
和
國
は
、
時
の
維
過
に
よ
り
倒
れ
た
り
。
こ
れ
は
す

　
誌
て
を
待
つ
避
け
難
き
不
幸
の
如
し
。
如
何
に
し
て
共
和
國
は

　
そ
の
自
書
を
奮
は
む
忘
す
る
す
べ
て
の
原
因
に
志
し
、
永
久
に

　
抵
抗
し
得
る
や
。
如
何
に
し
て
共
和
國
は
、
陰
謀
、
誘
惑
や
内

　
部
の
腐
致
に
封
し
、
瓦
解
を
防
ぎ
得
る
や
。
（
利
己
的
出
離
が
人

　
間
に
濁
る
間
は
）
ま
だ
自
由
の
爲
め
に
憂
ふ
べ
き
誘
困
や
、
野
心

　
家
腐
敗
漢
を
誘
ふ
危
機
を
豫
卜
し
、
こ
れ
よ
り
救
ひ
得
る
や
。

　
軍
隊
が
臆
病
者
に
統
率
せ
ら
る
時
は
、
敵
國
に
侵
略
せ
ら
る
べ

　
く
、
勇
者
こ
れ
を
蘂
み
る
臨
は
、
戦
後
國
家
を
危
く
す
る
恐
れ

　
あ
り
。
共
和
國
は
虐
政
の
淵
よ
り
薬
理
の
峰
に
高
め
ら
る
も
、

　
再
び
自
由
よ
り
奴
隷
状
態
に
賂
る
。
デ
モ
ス
テ
、
矛
ス
の
時
マ

　
ク
ド
ニ
ヤ
の
フ
イ
リ
ツ
ブ
に
反
抗
せ
し
ア
ゼ
ン
ス
“
か
、
ア
レ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
五
　
（
一
九
九
）



第
九
巻
　

研
究
　
フ
ソ
デ
可
ソ
グ
ニ
搬
の
、
敬
瀞
學
醗

　
サ
シ
ド
ル
に
屈
し
，
國
王
放
逐
後
王
政
を
蟻
ひ
し
羅
馬
人
が
、

　
撒
世
紀
の
革
命
急
呈
帝
の
暴
震
を
趣
け
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
を

　
　
　
　
　
　
　
ロ
ユ
ド
ブ
ロ
テ
ヶ
タ
く

　
漏
せ
し
英
入
は
満
潮
卿
の
歴
働
・
を
憂
く
。
共
和
國
自
ら
君
圭

　
を
選
ぶ
に
あ
ら
す
し
て
、
野
心
家
が
機
に
乗
じ
て
國
家
の
意
志

　
に
反
し
、
こ
れ
を
服
燃
す
る
な
り
。
人
妻
が
生
れ
、
熾
る
期
間
生

　
活
し
、
病
氣
ま
た
は
老
年
の
爲
め
に
死
す
る
黒
く
、
疑
様
に
共

　
和
園
も
搬
…
ら
れ
、
撒
世
紀
事
え
、
或
平
入
の
豪
勇
か
敵
國
の
軍

　
除
の
爲
め
に
滅
ぶ
。
世
界
の
す
べ
て
の
毛
の
に
は
酵
あ
り
。
す

　
べ
て
の
融
主
物
、
最
も
有
力
な
る
王
國
も
一
時
な
り
。
共
和
國

　
も
か
為
る
暁
餓
の
上
る
を
知
る
べ
し
。
而
し
て
儀
の
に
有
力
な

　
ろ
門
閥
は
幽
家
の
遡
源
な
り
。
君
主
、
た
、
こ
へ
良
融
主
の
思
想

」
ミ
難
、
自
由
な
る
共
和
暴
民
に
は
容
れ
ら
れ
ざ
る
も
の
な
り
。

　
蓋
し
一
洗
人
の
意
志
よ
り
も
，
法
律
に
從
ふ
を
優
れ
り
ご
す
れ

　
ば
な
り
。

建
。
・
｝
・
た
「
愛
國
心
に
録
す
る
書
翰
」
に
⑯

　
人
数
は
弧
猫
を
好
ま
す
、
最
も
野
荒
な
る
者
も
少
さ
き
赴
會
｝
¢

　
遣
る
。
文
明
人
は
趾
會
契
約
を
結
び
、
湘
互
輔
助
し
、
公
共
の

　
私
利
を
求
む
。
乱
れ
、
こ
も
、
こ
の
相
互
輔
助
の
巳
む
階
、
全
腿

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
二
山
ハ
　
（
二
〇
〇
）

の
混
観
、
■
更
に
各
論
入
の
破
減
を
招
く
。
先
例
少
か
ら
す
。

臓
、
羅
馬
の
爾
共
和
麟
は
李
等
の
法
律
の
下
に
造
ら
れ
し
も

そ
の
滅
亡
に
鴨
り
て
は
、
希
怨
語
は
継
嗣
の
嫉
悪
に
よ
り
、
全

髄
の
不
幸
を
招
き
、
羅
描
に
て
は
、
共
乱
言
民
S
し
て
は
、
無

り
に
有
力
な
る
総
名
の
野
心
家
の
爲
め
に
、
二
才
ぼ
倒
れ
た

り
。
世
界
に
於
て
、
何
物
も
安
定
な
ら
す
。
歴
災
に
よ
れ
ば
｝

共
和
國
の
滅
亡
は
、
艶
情
に
盲
9
な
る
園
入
の
詩
業
に
て
、
國

家
の
利
釜
を
無
差
し
て
綱
人
の
利
害
を
漉
き
に
し
、
趾
會
契
約

を
破
の
、
自
ら
属
す
る
肚
會
－
こ
載
へ
る
が
た
め
な
り
。
然
れ
㍗
こ

も
賢
明
仁
慈
な
る
濡
主
政
治
は
、
今
臼
に
於
て
は
專
制
政
治
よ

り
も
募
頭
政
治
に
近
し
。
画
家
を
支
配
す
る
も
の
は
法
律
の

み
。
司
法
、
購
政
、
外
交
、
商
業
、
軍
事
、
難
察
、
地
方
改
宿

に
示
し
諸
の
三
幅
存
立
し
、
こ
れ
に
干
潮
す
る
人
に
は
皆
主
構

を
分
有
す
。
君
主
は
最
早
我
意
を
賞
か
む
ざ
す
る
三
一
者
に
あ

ら
す
。
ま
た
君
圭
政
治
に
は
、
共
瀦
政
治
に
見
る
を
得
ざ
る
評

議
の
泌
密
を
守
る
の
利
あ
⇔
。
多
く
の
機
關
が
協
力
し
、
恰
も

四
頭
蓼
輔
者
の
如
く
公
共
の
幸
輻
を
計
る
。
ま
た
需
主
政
治

に
は
、
共
和
政
治
に
見
る
が
固
き
蕪
雫
少
な
し
。
唯
例
外
は
、



　
土
耳
…
其
政
府
及
び
君
主
の
翻
案
ぐ
」
心
入
の
利
盆
を
密
接
な
ら
し

　
め
ざ
る
政
府
の
み
。
よ
く
統
治
せ
ら
れ
居
る
君
主
闘
は
U
家
の

　
如
く
な
る
べ
し
。
鱈
主
は
父
に
し
て
、
國
民
は
子
な
り
。
共
に

　
利
盤
を
同
じ
く
す
。
蓋
し
君
主
は
國
民
の
不
幸
な
る
時
に
幸
福

　
な
る
を
得
ざ
る
な
り
。
君
臣
の
結
合
混
け
れ
ば
、
報
恩
の
義
務

　
は
善
良
な
る
國
民
を
造
ろ
。
蓋
し
病
家
ε
の
結
合
密
接
に
し
て

　
離
ろ
・
を
得
す
、
こ
れ
ご
釣
る
蕊
は
，
す
べ
て
を
失
ひ
河
物
を

　
も
獲
る
所
な
け
れ
ば
な
り
。
ス
パ
ル
タ
は
寡
頭
政
治
鳴
し
て
、

　
塗
家
に
忠
宣
な
る
多
く
の
思
入
を
出
し
、
羅
馬
は
自
由
を
失
へ

　
ろ
後
多
く
の
偉
人
、
善
良
な
る
皇
帝
を
禺
せ
⇔
Q

ざ
蓮
べ
ま
た
、
「
現
代
皮
」
第
一
憲
に
は
⑳

　
瑞
典
は
共
和
政
治
ε
な
り
て
も
、
（
註
フ
レ
デ
リ
ヅ
ク
は
一
七

　
　
一
九
年
の
憲
法
改
正
に
よ
り
瑞
典
は
共
和
攻
治
に
轡
ぜ
り
ε

　
す
）
た
ほ
王
國
時
代
の
奪
嚴
か
維
持
し
、
他
國
民
よ
り
も
優
越

　
の
地
位
に
あ
り
ミ
儒
す
。
グ
ス
タ
ー
フ
。
ア
ド
ル
フ
、
チ
ヤ
ー

　
ル
ス
十
二
世
の
天
才
は
し
闘
馨
氏
の
精
沸
に
強
き
印
象
を
｛
異
へ
D

　
揮
命
の
鍵
翫
や
時
代
も
こ
れ
を
除
く
を
得
す
。
璃
典
の
例
は
、

ρ
　
君
室
闘
が
共
和
國
に
墾
す
ろ
場
合
に
、
劣
等
の
地
位
に
穿
る
事

第
九
懲
　
言
承
　
フ
レ
デ
剛
ソ
ク
ニ
世
の
政
鷺
観

　
を
謹
明
す
る
も
の
な
り
。
君
王
圃
時
代
の
光
榮
を
愛
す
る
代
の

　
に
陰
諜
を
企
て
、
腰
細
無
私
の
念
は
食
慾
ε
な
り
、
公
共
の
考

　
は
私
慾
の
犠
軽
ε
な
り
、
議
會
に
は
佛
、
露
風
の
窯
雫
行
は

　
る
。
こ
れ
等
の
峡
隔
を
持
ち
な
が
ら
、
瑞
典
人
は
な
ほ
王
國
時

　
代
の
征
服
慾
を
俣
存
せ
り
。
こ
れ
共
和
の
精
紳
に
反
す
。

ε
。
ま
た
同
書
第
七
章
に
㈲

　
チ
ヤ
…
ル
ス
＋
二
世
後
瑚
典
．
軍
の
名
聾
の
嚢
へ
し
は
、
憲
法
の

　
憂
更
に
よ
れ
り
。
王
國
に
て
は
，
軍
豚
は
奪
益
せ
ら
れ
、
國
家

　
を
危
く
す
る
事
な
く
し
て
岡
防
の
役
目
を
な
す
も
、
共
和
園
に

　
あ
り
て
は
こ
れ
に
反
す
。
共
和
國
は
性
質
上
4
和
的
な
ら
ざ
る

　
べ
か
ら
す
。
軍
除
は
畳
ま
れ
、
藩
命
に
鋤
す
る
危
惧
よ
⇔
二
瀬

　
は
恐
れ
ら
れ
、
野
心
は
陰
譲
に
塗
り
、
不
知
不
識
の
裡
．
に
堕
落
の

　
程
度
加
は
り
、
名
篇
心
は
失
は
る
』
に
至
る
。
こ
れ
運
命
が
何

　
等
僧
値
な
き
方
法
に
よ
り
て
開
拓
せ
ら
れ
得
る
が
爵
め
な
り
。

　
ま
た
共
和
國
に
て
ぼ
秘
密
は
嚴
雰
せ
ら
れ
す
。
彼
等
の
敵
は
彼

　
等
の
計
雷
を
劇
甚
し
、
こ
れ
に
慰
し
て
豫
私
す
る
を
得
る
な

　
り
。

ε
。
ま
泥
戦
禦
に
饗
し
て
、
君
主
國
の
み
が
好
転
國
に
あ

第
二
號

二
七
　
（
r
二
〇
｝
）



　
　
　
第
九
巻
．
研
究
　
フ
ソ
デ
リ
ツ
ク
ニ
世
の
政
油
皐
観

・
ら
す
、
大
軍
を
動
か
す
事
必
す
し
も
無
謀
に
非
ざ
る
を
辮

じ
、
「
偏
見
論
に
…
瀕
す
る
辮
」
に
於
て
ω

　
「
職
畢
を
な
す
は
閥
王
に
限
る
ε
思
ふ
な
か
れ
。
共
和
國
乳
違
え

　
す
職
へ
り
。
希
膿
は
エ
ト
リ
や
同
盟
の
滅
ぶ
ま
で
、
絶
え
ず
他

　
國
民
ざ
戦
へ
る
に
縛
す
や
。
ま
た
如
何
な
る
総
裁
ミ
雛
、
羅
馬

　
共
和
國
程
多
く
職
へ
る
も
の
な
し
。
ま
た
近
代
の
共
和
國
ヴ
エ

　
　
ニ
ス
、
ス
ゥ
ィ
ス
、
英
　
吉
利
、
和
蘭
も
至
り
。
瑞
典
も
共
和
國

　
時
代
ミ
な
り
て
も
、
王
乳
時
代
ミ
同
様
に
戦
へ
り
。
波
薗
に
就

　
き
て
は
、
こ
Σ
に
永
久
の
李
和
あ
り
S
考
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
の

　
現
在
S
過
去
S
を
見
よ
。
君
の
読
に
よ
れ
ば
、
賦
羅
巴
の
す
べ

　
て
の
政
府
は
、
ク
エ
ー
カ
ー
を
除
か
ば
暴
虐
野
盤
な
り
。
何
が

　
故
に
共
通
の
黙
を
有
す
る
に
係
は
ら
す
、
凋
り
君
主
國
の
み
を

　
難
ず
る
や
。

ビ
言
ひ
、
ま
た
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
宛
の
書
翰
に
㈲

　
　
ル
イ
十
四
世
が
大
軍
を
動
か
せ
し
事
を
難
ず
る
も
、
饒
に
獄
前

　
羅
馬
人
は
大
軍
を
動
か
す
風
を
開
け
O
。
ま
た
ル
イ
は
隣
國
の

　
嫉
悪
に
齢
し
、
敗
残
者
た
る
を
好
ま
す
、
酉
班
牙
王
室
の
蝶
理

　
を
利
用
せ
し
な
り
。
大
軍
を
繋
ぐ
る
事
必
す
し
も
農
工
業
を
害

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
二
入
（
二
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
せ
す
。
農
工
業
に
從
食
す
る
者
は
、
所
要
の
入
数
以
外
に
は
麟

　
要
な
し
。
剰
餓
は
乞
食
張
盗
ε
憂
す
る
惑
あ
り
。
ま
た
大
軍
を

　
動
か
す
時
は
、
戦
功
の
期
問
を
短
縮
し
、
七
八
回
の
戦
闘
に
よ
・

　
り
李
和
を
写
す
を
得
。

ご
。
以
上
彼
の
論
ず
る
所
に
よ
れ
ば
、
虞
由
ε
挙
和
を

國
是
ご
す
る
共
和
國
は
、
國
家
の
理
想
的
形
態
な
る
も
、

實
際
よ
り
観
れ
ば
、
種
々
の
歯
根
そ
の
裡
に
伏
在
し
、
共
’

和
政
治
の
下
に
は
、
國
民
の
利
己
的
戚
情
強
く
、
粕
互
の

嫉
悪
に
よ
り
内
部
の
紛
孚
を
招
き
、
陰
謀
績
回
し
。
蕪
事
－

熾
烈
を
極
め
、
軍
備
を
目
張
せ
ば
國
家
の
實
樺
將
帥
の
手

に
陥
）
、
共
和
の
精
紳
を
失
ひ
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
隣
國
其
，

の
隙
を
窺
ひ
、
結
局
共
和
國
は
纂
奪
者
の
餌
ε
な
り
て
専

制
君
主
國
ご
な
る
か
、
外
記
の
侵
略
を
蒙
り
て
其
の
併
呑

よ
り
免
る
＼
を
得
す
ご
し
、
共
和
の
形
態
を
以
て
永
楽
的

の
も
の
に
点
す
ε
論
じ
、
反
て
近
代
の
聖
主
政
治
に
は
、

主
樫
を
禦
宣
す
る
機
舎
営
は
）
、
君
主
は
家
禽
な
る
を
得

す
、
震
重
慈
父
の
心
を
以
て
民
に
臨
ま
ば
、
君
臣
の
利
害



　
一
致
し
、
共
和
政
治
に
優
れ
る
も
の
あ
り
ご
断
ぜ
り
Q
ま

た
君
山
土
政
治
よ
b
悲
附
和
政
治
に
論
じ
た
る
國
家
も
、
再
び

専
制
國
に
復
署
す
べ
く
、
大
軍
隊
の
使
用
、
省
武
主
義
が
必

，
す
し
も
潜
主
國
の
特
徴
に
あ
ら
す
。
共
和
國
も
軍
國
主
義

を
奉
せ
り
こ
し
竃
且
っ
大
軍
隊
使
用
が
必
ず
し
も
非
難
す

　
べ
き
も
の
に
赦
す
ご
論
じ
、
君
主
國
家
の
慰
め
に
辮
明
す

る
所
あ
り
。
ま
た
彼
の
謂
ふ
所
の
共
和
國
の
中
に
は
、
古

代
の
思
懸
、
羅
馬
、
ヅ
ェ
ニ
ス
、
ス
ウ
ィ
ス
、
和
蘭
等
、
普
通

に
共
和
國
ご
認
め
ら
る
も
の
、
外
に
．
當
時
の
波
蘭
、
瑞

典
の
如
き
、
專
制
政
治
よ
b
寡
頭
政
治
に
轄
じ
た
る
霜
主

國
を
も
加
へ
、
更
に
名
碁
革
命
後
主
樺
の
人
民
に
移
愛
し

た
る
承
事
を
も
加
へ
た
）
⑯
。
ま
た
君
王
國
に
は
相
綾
國

選
暴
國
、
墓
奪
ま
た
は
侵
略
に
よ
り
て
獲
た
る
恥
骨
、
ま

た
は
、
翼
主
濁
裁
、
宰
相
專
欄
の
國
家
を
も
含
み
、
君
主
國

ε
し
て
の
概
括
的
の
一
三
を
却
ふ
る
外
に
、
其
の
性
質
の

相
蓮
に
慮
じ
て
異
れ
る
批
鋼
を
な
せ
り
。
而
し
て
以
上
彼

　
の
論
ず
る
所
の
共
和
國
舞
主
國
に
關
す
る
議
論
に
は
、
前

　
　
　
第
九
巻
　
研
劣
フ
ソ
デ
リ
ソ
ク
ニ
世
の
政
沿
學
緯

後
矛
盾
せ
る
所
少
な
か
ら
ざ
る
は
、
一
見
し
て
明
瞭
参

り
。
彼
の
共
和
政
治
に
銘
す
る
讃
美
論
は
、
明
ら
か
に
當
“

時
の
政
治
學
説
π
る
純
理
主
義
の
契
約
説
に
驚
く
自
由
偏

重
説
よ
り
出
で
、
そ
の
共
和
政
治
の
溺
黙
を
指
摘
し
、
君
，

主
政
治
を
讃
美
せ
る
は
、
歴
里
諺
研
究
ご
當
時
の
實
際
政

治
の
考
察
、
彼
の
環
境
よ
り
立
論
せ
る
も
の
な
り
。
二
っ

て
彼
の
世
説
は
専
ら
十
入
世
紀
一
般
の
思
潮
た
る
純
理
主

義
啓
蒙
思
想
の
み
追
試
す
る
を
得
す
。
更
に
特
殊
研
究
に

進
み
功
利
主
義
的
學
説
に
移
り
行
き
し
も
の
ε
考
ふ
べ
き
・

な
り
。註（
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